
令和７年度心理検査業務委託 
概要仕様書 

 
沖縄市教育委員会 

 

１．仕様概要 

本仕様書は、「令和7年度心理検査業務委託」の業務内容及び要件等を定めるもの

であり、事業者は本仕様書に従って業務を執行する。なお、業務の詳細については、

事業者の提案を基に、双方協議のうえ決定する。 

 

２．目的 

現在、いじめや不登校問題等は全国的に大きな社会問題となっており、本市にお

いても不登校問題等の課題は学力向上とも密接に関係している。また、登校しても

「授業についていけない」「学級内での人間関係づくりがうまくできない」など、学

級不適応を起こしている児童生徒が少なからずいる。そのような課題を踏まえ、い

じめや不登校問題等の早期発見と未然防止を図り、さらに、成績や授業態度から見

えにくい学習に対する意欲や悩みなど、一人一人の状態を把握するための基礎資料

とし、また、より良い教科指導や学級経営に活かす目的で心理検査を実施する。 

 

３．業務期間 

  契約締結の日～令和 8年 2月 27日（金） 

 

４．提案上限額 

5,960,000円(消費税および地方消費税を含む。) 

  ※ この金額は契約金額を示すものではない。 

 

５．業務内容 

  本業務内容は最低限必要な要件を定める。業務の詳細については、事業者のより

良い提案を基に、協議のうえ決定する。  

  

 (1) 実施対象：市内全小学2～6年生、中学1～3年生の児童生徒 

 

(2) 実施予定人数  ※ 令和7年5月1日現在の在籍数を参考にしている。 

 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 

小学校  1,509 1,563 1,566 1,510 1,607 

中学校 1,541 1,515 1,547    

  (3) 検査内容：集団の中における個々の心理状態（学習意欲や学級環境等）や集団

との関係を客観的に捉える検査内容とする。 

 (4) 実施について 

   本心理検査に関するすべての業務(検査に係る用紙の作成、各学校への検査用紙

の配布・回収・集計・分析・結果活用説明会・実施にあたっての質問受付業務等)

を委託する。 

① 検査については、9月1日～9月12日の日程で実施すること。 

  ② 対象学年の学級ごとに実施説明書・検査用紙を準備すること。 

  ③ 検査用紙の必要部数を、実施日程に合わせて各学校へ配布と回収を行うこと。 

※ 必要部数については、本仕様書5の（2）参照 

  ④ 検査用紙回収後、集計作業を行い、各学校における学級・個人ごとの分析資料

を作成すること。 

  ⑤ 市内各学校の集計分析資料を作成すること。 

  ⑥ 検査実施前に、実施についての説明会を行うこと。 

 



  ⑦ 検査実施後、集計・分析結果についての活用説明会を下記の日程で実施するこ

と。内容については学校（校長、教頭、各主任、学級担任等）での活用方法を

示すこと。そのほか、目的を達成するよう、学校の状況を考慮の上実行するこ

と。【各校の校内研修等 9月以降】 

  ⑧ 集計分析資料（紙媒体）の必要部数とデータを、市内各学校へ提供すること。 

  ⑨ 欠席生徒へも可能な限り対応すること。 

  ⑩ 全体集計に加えない児童生徒の個人分析表も作成すること。 

   

６．納入すべき成果品及び納入場所 

(1) 検査問題・・・・・・沖縄市立小・中学校（24校）、教育委員会 

(2) 個人票・・・・・・・沖縄市立小・中学校（24校） 

(3) 集計分析資料（紙媒体・データ）・・・・沖縄市立小・中学校（24校）、教育委

員会 

(4) 実績報告書・・・・・教育委員会 

(5) その他教育委員会が必要とする資料 

  

 

７．一般業務 
(1) 監督者 

① 発注者は委託における監督員を定め、受注者に通知するものとする。 

② 監督員は契約書 、仕様書等に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、
協議等の職務を行うものとする。 

(2) 管理責任者 
① 受注者は、委託における管理責任者を定め、発注者に通知するものとする。 
② 管理責任者は仕様書等にもとづき、委託に関する一切の事項を処理するものと

する。 
（3）提出書類 

① 受注者は、監督員が指示した書類を延滞なく提出しなければならない。 
② 指示、承諾及び協議は原則として書面によりこれを行うものとする。 

(4) 打ち合わせ等 
業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者ならびに受注者は常に密接な連絡を
とり、業務内容及び条件等の疑義を適宜正すものとし、その内容については受託
者はその都度記録し、相互に確認しなければならない。業務内容に疑義が生じた
場合は、発注者と別途協議するものとする。 
 

８. 目的外使用の禁止 
受託者は、本契約の内容を他の目的に使用してはならない。 
 

９. 情報の守秘義務 
(1) 受託者は、本契約の履行に際して知り得た個人情報、業務内容を第三者に漏らし

てはならない。 
(2) 前号に規定する義務は、契約終了後も有効存続するものとする。 
 

１０ 進行管理 
受託者は、常にこの契約における業務の進行状況を把握し、円滑な業務の進行を図
るように努めなければならない。 
 

１１. 留意点 
(1) 受託者は随時、委託者の求めに応じ、その実績資料等を速やかに提出すること。 
(2) 当事業は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業であるため、事業終了後も会計

検査等おいて、委託者の求めに応じ随時対応すること。 
(3) 本業務で制作ならびに購入された成果物がある場合は、著作権ならびに物品は発
注者に帰属する。 

 
(4）本業務にあたっては、第三者の権利を侵害しないように留意するとともに、第三



者が著作権を有する写真、映像、ソフト、展示手法等を使用するときは、あらかじ
め発注者と協議のうえ、関係法令に定められた諸手続きを行うこと。 

(5）その他、業務を遂行するうえで関係する法令の遵守、ならびに、諸手続等につい
ては延滞なく適正な執行に努めるよう、適宜発注者と協議しながら進めること。 

 

 
１２. 委託料の支払い等 
(1) 本契約は概算契約である。 
(2) 受託者は、委託料を本委託業務以外の支払いに充当してはならない。 
(3) 本委託業務が終了し、委託契約金額が確定した結果、受託者に交付された委託料

に返還額が生じたときは、受託者は委託者の求めに応じ、速やかに委託料を返還
する。 

(4) 消費税免税事業者は、委託料に消費税相当額を含めた請求はできない。 
 

１３. 提出・報告 
(1) 受託者は随時、委託者の求めに応じ、その実績資料等を速やかに提出すること。 
(2) 当事業は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業であるため、受託者は事業終了

後も会計検査等において、委託者の求めに応じ随時対応すること。 

(3) 指示、承諾及び協議は原則として書面によりこれを行うものとする。 

 (4) 本業務で整えた資料、報告書及び支出に係る領収書等は、事業終了後５カ年間厳
重に保管し、提出を求められた場合は速やかに提出すること。 

 
 

１４. 対外交渉 
受託者は、この契約に基づく業務の遂行に際し、第三者に対し説明あるいは交渉を
要する場合、または説明を求められた場合は、速やかに委託者に連絡し、その取扱
いについて委託者の指示を受けるものとする。 
 

１５. 疑義の解釈 
この仕様書に定めのない事項、またはこの仕様書の内容に疑義が生じた場合は、速
やかに委託者と受託者で協議して定めるものとする。 
 

１６. 法令の厳守 
業務の遂行にあたっては、関係法令等を厳守すること。 
 

 

１７．その他 
(1) 本業務において発注者から資料の貸与をうける場合は、資料の管理に十分注意し、
業務完了後は速やかに返却すること。 

(2) 貸与された資料は、本業務の目的以外に使用してはならない。 

(3）受託者は、成果品提出後であってもその不備が発見されたときは、速やかに受託
者の費用を持って修正すること。 


